
RETIO.  2017.  4  NO.105

84

ͷ判例͔Βۙ࠷ ᾇʵݐのᘥᙪʵ

買主が、建物等に瑕疵があるとして、瑕疵
担保責任ຢは説明義務違反による不法行為に
基づき、売主に損害金等の支払を求めた事Ҋ
において、売主が悪意の建物やΤϨϕʔλʔ
内の水漏れに関しては、瑕疵担保責任期間短
縮特約のޮ力を否定して、売主の瑕疵担保責
任を認め、部交換のඞ要ੑがࢦఠされてい
たΤϨϕʔλʔの不۩合等については、ܦ年
相当等として瑕疵に該当しないとされた事例

ʢ౦ژ地ࡋ.ฏ28年１݄27日.一部認容.Τ
εトϩʔ・δϟύンʣ

1 　事案の概要

ฏ24年12݄23日、̭ʢݪ告・買主ʣは、
̮ʢඃ告・売主ʣとの間で、本件地建物に
つき、金２ԯԁ༨、̮の瑕疵担保責任期間
を引しから３か݄、·た、̮は付ଳ設උの
瑕疵担保責任をෛΘないとする売買契約を締
結し、ฏ25年２݄26日に金を支払い、
本件地建物の引しを受けたɻ

本件建物は、మےίンΫϦʔト３֊建ʢฏ
２年ஙʣで８戸のઐ有部分とंݿがあり、
̮は３֊の301号室にډ住していたもので、
売買契約にࡍし、̮はᶠに、301号室に雨漏
りがൃ生したことはないと告知したɻ

ಉ年３݄９日、̭は、本件建物のΫϩεや
চ等のுସえなͲのϦϑΥʔϜ工事を行った
্で、301号室にೖډしたが、ಉ年４݄30日
に出૭ఱ井のΫϩεுସえՕ所に、水による
γϛをൃݟし、仲介業者を通͡て̮に問を
ఠしたとこΖ、̮はಉ室にかつて水漏れがࢦ

あったことを明かしたɻ
ಉ年５݄23日、̭は、ΤϨϕʔλʔの点ݕ

業者から、ΤϨϕʔλʔのౝ内に水漏れがൃ
生しており、当該雨漏りはくともฏ22年
10݄から֬認されていたこと、ฏ24年12݄
の定期点ݕのࡍには、ܦ年ྼԽによる部交
換のඞ要ੑがࢦఠされていたことをฉいたɻ

̭は、ฏ26年１݄こΖ、23ສԁ༨を支出
し、ΤϨϕʔλʔのܦ年ྼԽしていた部を
交換したɻ

ฏ26年１݄ʙ２݄に、̭は、210ສԁを
支出し、301号室の出૭նりの水工事、Τ
Ϩϕʔλʔ室のิम工事、্શ体の水工
事等を、·た、301号室の出૭については、
ಉ年６݄に࠶γϛがൃ生したことから、ಉ
年８݄こΖ、210ສԁ༨を支出し、建物֎น
のิम工事を行なったɻ

̭は、̮より告知のなかった下記の瑕疵に
つき、̮は瑕疵担保責任、ຢは説明義務違反
による不法行為責任をෛ͏として、計542ສ
ԁ༨の損害賠償をもとめఏ訴したɻ
ᶃ301号室・ΤϨϕʔλʔの水漏れ工事費用
ᶄΤϨϕʔλʔ不۩合による部交換費用等
ᶅ使用期ݶ切れの消Րثのऔସ費用
ᶆறं場置のόΠΫ等のఫڈ費用
ᶇ地্σδλル์送Ҡ行にࡍし設置したΞ

ンςφの設置費用ɻ
これに対し̮は、瑕疵担保責任期間短縮特

約により除ੱ期間をܦաしている、̭は̮よ
り保क࡞業ใ告書を受ྖしており、ΤϨϕʔ
λʔに関しࢦఠの瑕疵はӅれたものとはいえ

ചओ͕ѱҙのᘥᙪʹ͖ͭɺᘥᙪ୲อ期ؒॖಛʹΑ
Δ໔৴ٛʹͱΔͱͯ͠ɺ୲อΛೝ༰ͨ͠ྫࣄ

（౦ژ地判 ฏ2�・1・2� エストϩー・ジϟύン）　室岡.彰
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ない、なͲとして̭の主ுを否定したɻ

2 　判ܾの要ࢫ

判所は、次のよ͏に判ࣔして、̭の̮にࡋ
対する瑕疵担保責任に基づく請求の͏ͪ、水
漏れに関しての請求は認容したが、ͦのଞの
請求は棄却したɻ

301号室は、売買契約から間もないฏ25
年４݄30日に、出૭ఱ井のΫϩεுସえՕ所
に、水によるγϛがൃ生していることが֬認
されたのであるから、売買契約࣌点に水漏れ
がൃ生する瑕疵がଘࡏしていたとߟえられ、
Ӆれた瑕疵に当たると認められるから、̮は
瑕疵担保責任をෛ͏きであるɻ

̮は契約࣌点に、ಉ水漏れがଘࡏすること
を認ࣝしていたとߟえるのが合理తであるか
ら、̮は契約締結に当たり、ಉ室の水漏れの
事࣮を知りながら、̭に告知しなかったこと
になり、̮を瑕疵担保責任の除ੱ期間を短縮
する期間੍ݶ特約により免責することは、信
義にஶしくもとるものであり、悪意の売主に
つき瑕疵担保責任免責特約のޮ力を否定する
ຽ法572条の法意にরらし、ڐされないとい
͏きであるɻ

̭は、ฏ25年４݄30日にಉ水漏れを認ࣝ
し、ฏ25年２݄25日にఏ訴したことから、
̭の請求が除ੱ期間により͛られることは
ないɻ·た、ΤϨϕʔλʔの水漏れがൃ生す
るӅれた瑕疵についてもಉ༷であるɻ

ΤϨϕʔλʔは、売買契約の当ܦ、࣌年ྼ
Խにより部交換がඞ要なঢ়ଶにあった事࣮
が認められるが、̭の部交換前も支োなく
使用できていたことなͲを౿·えると、本件
建物の瑕疵に当たると·ではߟえく、̮の
瑕疵担保責任や説明義務違反が問となるこ
ともないとい͏きであるɻ

建物内の消Րث及び置物は、建物の一部
でないため、売買契約に基づく瑕疵担保責任

が問となる༨地はなく、一ݟして認ࣝしಘ
るので、̮の説明義務違反が問となるとも
えいɻ·た、̭は、地্σδλル์送ߟ
への切ସえςεト࣌、ςϨϏ視ௌができなか
った点を瑕疵と主ுするが、社会通೦্、損
害賠償責任を基ૅ付ける瑕疵として問とさ
れるきものであるとはߟえられないɻ

ᶠは、ΤϨϕʔλʔの水漏れ等の対Ԡに、
্શ体に水工事をし、210ສԁを支出し
たが、্水λΠルのഁ損をݪҼとする漏
水への対ॲとしてはඞ要範囲をえる部分が
ؚ·れるとߟえられ、্શ体とΤϨϕʔλ
ʔ部分のׂ合なͲにかΜがΈ、ಉ水漏れと相
当ҼՌ関のある損害ֹは105ສԁとΈるの
が相当であるɻ

·た、̭は301号室の水漏れ等の対Ԡにも、
建物֎นの一໘શ体のิम工事費用210ສԁ
༨を支出したが、֓Ͷ１� ４に当たる54ສԁ
のݶで相当ҼՌ関のある損害とΈるき
であり、̭の損害ֹ合計は159ສԁとなるɻ

� 　まとΊ

本件は、売主が瑕疵を知っているにもかか
Θらͣ告͛なかった場合の典ܕతな事例であ
り、媒介業者が、売主に売却物件のঢ়گにつ
いて告知してもら͏ࡍに、売主の瑕疵担保責
任を説明するのにߟࢀになるとࢥΘれるɻ

·た、設උ等の瑕疵の判அについても、設
උ保क事業者から部交換がඞ要とのࢦఠが
あっても、ͦれがଈ瑕疵とݴえるものではな
く、部交換前も支োなく使用できたことか
ら、ܦ年ྼԽ相当として瑕疵を認めなかった
本件判அは、設උに関する瑕疵についてٙ義
が生͡たࡍのߟࢀにもなるものとࢥΘれるɻ

（調査研究部調査）
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人間で売買された賃貸Ϛンγϣンにおいݸ
て、引しޙに雨漏りがൃ生したことから、
買主が施工会社に対してͦのิम費用相当ֹ
等の支払いを求めた事Ҋにおいて、施工会社
の不法行為に基づき、買主の請求の一部が認
容された事例ʢ౦ژ地ࡋ.ฏ26年12݄15日
判ܾ.一部認容.Τεトϩʔ・δϟύンʣ

1 　事案の概要

ฏ24年12݄、買主̭ʢݪ告ʣは、ฏ９
年12݄ஙの̮２ʢඃ告・建ங会社ʣが施工し
た賃貸Ϛンγϣン一౩について、売主̮１ʢඃ
告ʣとの間で、「売主は、引し３ޙϲ݄に
り、瑕疵担保責任をෛ͏」とする瑕疵担保ݶ
特約を付した本件売買契約を締結し、ͦの引
しを受けたɻ

ฏ25年９݄および10݄に෩等による大
雨が߱り、ͦのࡍに１֊ళฮのఱ井から漏水
が生͡たため、̭がݪҼ調査を̖社にҕୗし
たとこΖ、本件漏水は、ΤΞίンྫྷ媒・排
水υϨʔンの引込ޱとして使用されていた２
֊住戸֎นの؏通から建物内に浸ೖした雨
水がนをって２֊চのίンΫϦʔトεラブ
্にཹし、ಉ所にあった開ޱ部のຒし部
分のଧ͗ܧ໘のܺ間を通って、下֊にణ下す
るとい͏機ংでൃ生したものであることが分
かったɻ·た、当該住戸とಉ༷に؏通の
水ॲ置が不े分な住戸がଞにもଘࡏすること
も判明したɻ

̭は、本件漏水に関し、調査費用56ສԁ༨、
本件ຒし部分のิम費用２ສ༨、֤؏通

のิम費用25ສԁ༨を支払ったɻ·た、̭は
雨漏りがൃ生したฏ25年11݄からཌ年３݄
·での間、１֊ళฮの賃料計35ສԁが収受で
きなかったɻ

̭はこれらの支出・ҳࣦ賃料等120ສԁ༨、
Қँ料50ສԁ、ห࢜ޢ費用30ສԁ、計200ສ
ԁ༨につき、本件建物を施工した̮２に対し
て不法行為に基づき、瑕疵担保責任をෛ͏
き̮１と࿈ଳして支払͏よ͏求めて本件訴ু
をఏىしたɻ

2 　判ܾの要ࢫ

判所は、次のとおり判ࣔし、̭の請求のࡋ
一部を認容したɻ
ᾇ　建物の基本తな҆શੑについて

建物の施工者は、建物建ஙに当たり、ډ住
者等に対する関では、当該建物に建物とし
ての基本తな҆શੑがܽけることがないよ͏
にྀすき意義務をෛ͏と解するのが相
当であり、施工者がこの義務をଵったために
建ஙされた建物に建物としての基本తな҆શ
ੑを損な͏瑕疵があり、ͦれによりډ住者等
の生໋、体ຢはࡒ産が৵害された場合には、
施工者は、ʬ中ུʭこれによって生͡た損害
について不法行為による賠償責任をෛ͏と解
すきであるʢ࠷二判.ฏ19・７・６.ฏ17ʢ受ʣ
.一判࠷、702 ฏ27・７・21. ฏ21ʢ受ʣ1019ʣ
とされているɻ住ډ用建物の内に雨水が浸
ೖするとい͏こと自体、建物本དྷの機、ੑ
がஶしく્害されるといえる্、浸ೖした
雨水が内にཹすることによりΧϏのൃ生

ͷ判例͔Βۙ࠷ ᾈʵݐのᘥᙪʵ

ձࣾのࢪ不ྑʹΑΔӍ࿙Γʹ͍ͭͯɺങओ͔Βࢪ
不๏ߦҝʹͮ͘جଛഛঈ͕ٻҰ෦ೝΊΒΕͨྫࣄ

（౦ژ地判 ฏ26・12・1� エストϩー・ジϟύン）　葉山.隆

064-075_ۛսǻ௵๏ǘȖ01_06.indd   66 2017/03/31   16:26



RETIO.  2017.  4  NO.105

87

なͲの二次ඃ害もൃ生しかͶないɻ本件؏通
の水ॲ理が不े分であったことが認めら
れるから、これは、本件建物の基本త҆શੑ
を損な͏瑕疵に該当すると解するのが相当で
あるɻ

一ํ、ίンΫϦʔトεラブ開ޱ部のຒし
部分については、ଧ͗ܧ໘はもとより水が通
りқく、当該Օ所に雨水が浸ೖすることは
定されておらͣ、ͦもͦも本件؏通の水
ॲ理がेશであれ、雨水が浸ೖすることも
なかった部分であるɻ
ᾈ　̮２のաࣦについて

̮２は、本件建物を施工するにࡍし、֤؏
通から෩水が内に浸ೖするのを止する
よ͏な施工をすき意義務をෛっていたと
い͏きであるが、これらの水ॲ理が不े
分であったことが認められるから、্記の
意義務をଵったաࣦがあるとい͏きであ
るɻ

一ํ、本件ຒし部分は、施工が特に不適
切であったとはஅ定できͣ、ͦの施工につき
意義務違反があるとはݴえないɻ
ᾉ　̭の損害及びҼՌ関について

̭が支払った調査費用と֤؏通のิम費
用、ならびに漏水により収受できなかった賃
料については、̮２の施工不良ʢ不法行為ʣ
と相当ҼՌ関があるɻ

一ํ、本件ຒし部分のิम費用は、本件
؏通に適切な水ॲ理が施されてさえいれ
建物内への雨水の浸ೖは止できるのであ
るから、̮２の不法行為と相当ҼՌ関のあ
る損害に当たるとはいえͣ、্記のࡒ産త損
害のరิを受けてもなおҚँされないਫ਼ਆత
損害をඃったと認めるにりるత֬な証ڌも
ないɻ
ᾊ　̭の損害ֹについて

Ҏ্によれ、̮２は、̭に対し、本件漏
水の調査費用56ສԁ༨、ิम費用25ສԁ༨、

１֊ళฮのҳࣦ賃料35ສԁ、ห࢜ޢ費用相当
ֹ11ສԁ、計127ສԁ༨を支払͏義務がある
と͏ݴきであるɻ

なお、̭は、̮２に対し̮１と࿈ଳして্
記の金員を支払͏よ͏求めているが、引し
から３ϲ݄Ҏ内に賠償を求めたܗはなく、
̮１は本件建物の引࣌に本件瑕疵のଘࡏを
知っていたとも認められないことから、本件
瑕疵担保特約により、ͦの請求は認められな
いɻ

� 　まとΊ

本件は、建物の施工不良によりൃ生した漏
水について、買主から直接建物施工業者への、
不法行為に基づく損害賠償請求が認められた
事例であるɻ

؏通の施工不良によりൃ生した漏水につ
いて施工業者の責任を認容した本件ࡋ判所の
判அは、特に違和ײを֮えるものではないɻ
しかし、本件建物は、漏水事故ൃ生の࣌点で
、աしたものでありܦにॡ工から約16年をط
漏水があっても、ͦのൃ生ݪҼ、建物所有者
のҡ࣋理のঢ়گ等によっては、ܦ年ྼԽに
よるもので、施工業者に責任はないέʔεも
定できるɻ

年、地建物औ引業法の一部վ正が行Θࡢ
れ、建物ঢ়گ調査ʢΠンεϖΫγϣンʣに関
するن定がり込·れたがʢฏ30年４݄施
行ʣ、本事Ҋについても、ΠンεϖΫγϣン
が࣮施されていれ施工不良はൃݟされ、ͦ
もͦもฆ૪にࢸることもなかったのではない
かとࢥΘれるもので、今ޙの売買においてͦ
のੵۃతな利用が·れるとこΖでもあるɻ

中ݹ物件の売買における漏水や設උの不۩
合について૪Θれた事例として、3&5*0.
103�106、ಉ101�104・106、等があるので、あ
Θせてߟࢀとしていただきたいɻ

（調査研究部調査）
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ೖతとした会社用建物の建ஙが不Մߪ
であったため、地の売買契約をख付解除し
た買主が、媒介業者及びͦの担当者に対して、
用్੍ݶ・建ங੍ݶに関する適切な説明をし
なかった説明義務違反があるとして損害賠償
請求をした事Ҋにおいて、媒介業者らは買主
のߪೖతを、ࢿ用Ξύʔトの建ஙとฉい
ており、買主が媒介業者らに対し、会社用建
物を建ஙするతであることを۩体తに告͛
た事࣮は認められないとして、ͦの請求を棄
却した事例ʢ౦ژ地ࡋ.ฏ27年11݄16日判
ܾ.棄却.Τεトϩʔ・δϟύンʣ

1 　事案の概要

買主̭ʢݪ告ʣは、ฏ26年３݄31日、媒
介業者̮１ʢඃ告ʣの媒介により、売主̗と
の間で、本件地71.68௶につき、売買金
9500ສԁとして本件売買契約を締結し、ख付
金500ສԁを支払͏とともに、仲介ख料305
ສԁ༨を̮１に払ったɻ

本件地は、ͦの一部はୈ一छ住ډઐ
用地Ҭに、ͦのଞの部分はୈ二छ中ߴ住ډ
ઐ用地Ҭにࢦ定されており、建ங基४法48条
に基づく用్੍ݶ・建ங੍ݶがされていたɻ

̭は、本件地্には、̭が表औ締役で
ある有ݶ会社̖社の会社用建物を建てること
ができないとして、ಉ年４݄日にख付金を
์棄して本件売買契約を解除したɻ

ͦのޙ、̭は、本件地においてతとす
る会社用建物の建ஙが不Մであったにも߆
らͣ、̮ １の担当者であった̮２ʢඃ告ʣが、

本件地の建ங੍ݶ等に関し適切な説明をし
なかったため、̭は本件売買契約を解除せ͟
るをಘなくなったとして、̮２に対しては説
明義務違反を理༝とする不法行為に基づき、
̮１に対しては使用者責任に基づき、์棄し
たख付金500ສԁ、支払済Έ仲介ख料305ສ
ԁ༨等、計810ສԁ༨の損害賠償を求めてఏ
訴したɻ

本件ࡋ判において、̭は、「̭は̮２に対
して、会社用建物の建ங用地の介しかґཔ
していないɻ̮２の本件介にࡍし、̭は会
社用建物の建ங用地としてߪೖすることをݕ
౼したいとえたとこΖ、̮２は会社用建物
は建ஙՄとえているɻ」なͲと主ுしたɻ
これに対して̮２は、「̭からはࢿ用Ξύ
ʔトを建ஙする༧定とฉいており、会社用建
物を建ஙする༧定とはฉいたことはないɻ̭
に対しては、これを前ఏに、建ங੍ݶに関す
る説明をؚめ、地建物औ引業者のै業員と
して通常求められる説明をしており、説明義
務違反はないɻ」と主ுしたɻ

2 　判ܾの要ࢫ

判所は次のとおり判ࣔして、ᶠの請求をࡋ
棄却したɻ

̮２の説明義務違反の有無についてである
が、認定事࣮によれ、̭は、ฏ25年９݄
中०こΖに̮２からࢿ用の物件として介
された本件地に関し、本件地の利用ํ法
を̮２とともにٞڠする中で、１֊部分を̖
社の事務所及び࡞業場とし、２֊部分を賃貸

ͷ判例͔Βۙ࠷ ᾉʵഔհऀۀのઆ໌ٛʵ

ձࣾ༻ݐ͕ͯݐΒΕͳ͍͜ͱのઆ໌ٛҧ͕͋Δͱ͢
Δങओのഔհऀۀʹର͢Δଛഛঈ͕ٻ൱ೝ͞Εͨྫࣄ

（౦ژ地判 ฏ2�・11・26 エストϩー・ジϟύン）　新井.勇次
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用のΞύʔトとする２֊建ての建物を建ஙす
るߏをಘたのであるから、ಉ࣌期Ҏ߱、
̮２も、本件地のߪೖݕ౼を通͡、̭が
地利用のํ法の一つとして̖社のҠస先とし
ての会社用建物を建ஙするとい͏ఔのந
తߏを๊くにࢸったこと自体は認ࣝしてい
たとい͏ことができるɻ

もっとも、̮２は、ฏ25年８݄17日に、
̭から50௶Ҏ্の自用の物件ຢは相ଓ対策
としてのࢿ用の物件を介することをґཔ
されてҎ߱、̭に対し、自用ຢはࢿ用の
物件をもෳ介しており、本件地に関し
ても、１ճの売出しのࡍには自用ຢは
にはࡍ用の物件として、２ճの売出しのࢿ
ࢿ用の物件として、̭に介しているɻ

ͦして、̭自も、本件地の１ճの売
出しのࡍに本件地のۙྡの૽音により自
用の物件としてߪೖすることはݟ送り、本件
地の２ճの売出しのࡍには、本件地্
にଘࡏした２౩の建物を引きଓき利用したい
、を有していたことなͲからするとの意ࢫ
ฏ26年３݄中०こΖ·では、本件地を、
ࢿ用の物件としてߪೖすることをݕ౼して
いたのであり、̭が本件地に関して̖社の
Ҡస先として利用しよ͏とい͏۩体తߏを
๊くよ͏になったのは、売主ଆの要で本件
地の更地での引しとい͏条件がҡ࣋され
ることがܾ·って、̭が̙੫理࢜に本件地
に関する੫務相談を行͏ことをܾめたಉ݄20
日こΖであったとݟることができるɻ

しかしながら、̭は、ಉ日こΖに̮２から
に関すݮる不動産औಘ੫のܰ住用建物にډ
るࢿ料の送付を受けͦの説明をされたࡍにお
いても、̮２に対し、本件地্に۩体తに
Ͳのよ͏なߏを有する会社用建物を建ஙす
るつもりであるのか、ͦの۩体తߏにݴ及
することはなく、ͦのޙも本件売買契約を締
結する·での間、̮２に対し、্記のよ͏な

۩体తな建物建ஙの༧定はもとより、本件
地্に会社用建物を建設する意ਤもえたこ
とはなかったɻͦ͏すると、本件地の利用
ํ法に関するٞڠҎ߱、̭が̖社のҠస先を
も地利用の一つのબࢶとしているとい͏
ఔの認ࣝを̮２が有していたとしても、
̮２において、当̭࣌が๊いていた۩体తな
会社用建物の建ஙߏを༧ݟすることができ
なかったといΘ͟るをಘないɻ

Ҏ্によれ、ୈ一छ住ډઐ用地Ҭ及
びୈ二छ中ߴ住ډઐ用地Ҭにおいてもళฮ
や事務所等も一定نҎ下であれ建ஙする
༨地があることにরらせ、̮２らが、本件
地のୈ一छ住ډઐ用地Ҭ及びୈ二छ中
る建ங基४法্の建ஙઐ用地Ҭにډ住ߴ
に関し、重要事項説明書の記載事項を説ݶ੍
明するにとͲ·り、ͦれҎ্に۩体తな説明
を付Ճしなかったことをもって、̮２に説明
義務の違反があったとい͏ことはできないɻ

� 　まとΊ

本件は、ʢ建ங੍ݶについてʣ説明を行っ
た媒介業者の社員に説明義務違反があるとし
て、買主が社員ݸ人の責任及び建業者の使
用者責任を訴したものであるが、ࡋ判所は、
認定事࣮を౿·えて、買主の請求を棄却した
ものであるɻ

買主は、ޱ಄でのやりऔりの中で、社員か
ら「会社用建物が建つ」とฉいたと主ுした
が、ࡋ判所の事࣮認定では、買主の会社用建
物を前ఏとする計画は明֬にはࣔされていな
いと判அされたɻ

建業者としては、ґཔޙに買主のߪೖ・
利用తがมΘることもありಘることから、
をॆ分಄でのやりとりもؚめて、ͦの意ޱ
に֬認しながら仲介業務を行͏ことが؊要で
あり、トラブル止にཹ意きたいɻ

（調査研究部主調）
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不動産の売買契約にࡍし、対不動産にお
いて「事件・事故」等はなかったかとの買主
の質問に対し、売主が約７年前にڧ౪殺人事
件があったことを告知しなかったことは不法
行為にあたるとした、買主の売主に対する損
害賠償請求につき、ͦの一部が認容された事
例ʢਆ戸地ࡋ.ฏ28年７݄29日判ܾ.一部認
容.֬定.Τεトϩʔ・δϟύンʣ

1 　事案の概要

̭ʢ買主ɿ不動産業者ʣは、建物औյしޙ
స売をతとして、̮ ʢ売主ɿݸ人ʣとの間で、
ฏ25年12݄に本件不動産１ʢ地158.52 ・ʊ
建物Ԇ94.99ᶷʣを2275ສԁで、ฏ26年７
݄にಉ不動産にྡ接する本件不動産２ʢ地
139.30ᶷ・建物Ԇ107.31ᶷʣを3300ສԁで、
྆、ೖする売買契約を締結しߪ 不動産ʢҎ下、
本件不動産１及び本件不動産２を合Θせて

「本件不動産」とい͏ʣについて、ಉ年８݄
にܾ済を行い引しを受けたɻ

本件契約前において̭は、「本件不動産に
おいて、事件・事故等はなかったか」と̮に
質問し、̮はԿもないとえていたが、ܾ済
の２日ޙ、ۙྡ住ຽより、約８年前に本件不
動産্で̭のがڧ౪殺人のඃ害者となる
殺人事件があったことをฉき、新ฉ記事なͲ
でͦのことを֬認したɻ

ฏ26年９݄、̭は̮と໘談し、本件不動
産の適正ධՁֹと本件不動産の売買金ʢ計
5575ສԁʣとの間に2500ສԁの差ֹがあると
して、ಉֹのฦؐを求めたɻ̮はห࢜ޢと相

談するとしたが、ͦの̮ޙの行ํが不明とな
り、̭は̮と࿈བྷがऔれなくなったɻ

̭はࡋ判所に、本件売買金ֹと本件事件を
前ఏとした本件不動産の市場Ձֹとの差ֹ
2500ສԁ、Қँ料500ສԁ、ห࢜ޢ費用300ສ
ԁ、計3300ສԁの賠償を̮に求めఏ訴したɻ

訴ঢ়を受けऔった̮は、ห࢜ޢをたてͣ本
人で訴ুに対Ԡし「事件・事故について̭に
ਘͶられたことはないɻ事件や事故がىきた
不動産のՁ格が҆くなることは知らなかっ
たɻ」と主ுしたɻ

2 　判ܾの要ࢫ

判所は次のよ͏に判ࣔし、̭の請求を一ࡋ
部認容したɻͦの߇、ޙ訴はなされͣ本件判
ܾは֬定したɻ
１　告知義務違反・欺᠕行為について

証ڌ及びหのશझࢫによれ、̭は、̮
に対し、本件売買契約に先立ͪ、本件不動産
において事件や事故がൃ生していないかにつ
いてਘͶ、̮ がԿもないࢫのฦをしたこと、
ͦのため、本件売買契約にࡍして「物件ঢ়گ
֬認書ʢ告知書ʣ」の࡞खଓが࠾られなか
ったことが認められ、̭にਘͶられたことは
ないとする̮の主ுは࠾用できないɻ

売買不動産についてڧ౪殺人事件がൃ生し
ているか否かとい͏ใは、社会通೦্、売
買Ձֹに相当のӨڹを༩え、ͻいては売買契
約の否・内容をࠨӈするものであるɻ

本件事件のඃ害者のであり、本件事件
のଘࡏを知っていたと認められる̮は、本件

ͷ判例͔Βۙ࠷ ᾊʵࠂٛҧʵ

ചങ不動産ʹ͍ͭͯނࣄ݅ࣄの༗ແのങओ࣭ʹର͠ɺ�લの
ྫࣄҝ͕ೝΊΒΕͨߦ͠ͳ͔ͬͨചओʹ不๏ࠂΛ݅ࣄਓࡴ

（ਆށ地判 ฏ2�・�・29 エストϩー・ジϟύン）　中戸.康文
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売買契約を締結するにࡍし、̭に対して本件
事件を告知すき義務をෛっていたとい͏
きであり、̮が本件事件を告知しなかったこ
とは、̭に対する不法行為に該当するɻ

·た、̮は、事件や事故がىきた不動産の
Ձ格が҆くなることは知らなかったとも主ு
するが、事件や事故がىきた場合、ͦの事
Կによって、売買Ձֹに相当のӨڹを༩え
るであΖ͏ことは、社会の一ൠ通常人にとっ
て容қに定されることであり、Ծに、̮が
知らなかったとしても、̮が告知をせͣに適
正な市場Ձֹをえる売買金の支払を受け
たことについては、通常人を基४としてաࣦ
があるといΘ͟るをಘͣ、̮は不法行為責任
を免れることはできないɻ
２　損害について

̭ఏ出の不動産Ձ格査定ใ告書ʢ不動産業
者̖社࡞ʣによれ、本件事件を前ఏとし
た本件不動産のՁ格を3294ສԁと査定してい
ること、本件不動産を売却する場合には্記
査定ֹを্ճる4000ສԁで売却されるՄੑ
もあると認められることから、市場Ձֹとの
差ֹ損害は本件売買金ֹ計5575ԁと4000ສԁ
との差ֹ1575ສԁと認めるのが相当であるɻ

なお̭は、̭がݟ込Μでいた2500ສԁఔ
のస売ӹもྀߟすきと主ுするが、̭主ு
のస売ӹはͦの࣮֬ੑにしいとい͏֎な
く、·た、市場Ձֹとの差ֹが໋ͥられるこ
とにって一定のҚँがされるのが通常であ
るから、Қँ料を認めるのは相当ではないɻ

ห࢜ޢ費用は、本件事Ҋの内容、本件の৹
理ܦա、認容ֹ等にরらし、160ສԁをもっ
て相当と認めるɻ

Ҏ্により、̭の請求に݄1735ສԁおよび
Ԇ損害金の支払を求めるݶで認容するɻ

� 　まとΊ

本件とಉ͡よ͏な事Ҋとして、「స売を

తとする住地の売買において、売買の約８
年前にऔりյした建物内で殺人事件があった
ことが৺理త瑕疵にあたるとされた事例.大
、判.ฏ18・12・19.3&5*0.69�52」がありߴࡕ
ಉࡋ判所の「աڈଘࡏした建物でىきた殺人
事件につき、約８年Ҏ্前にൃ生したものと
はいえ、周ล住ຽに事件の記Աがগなからͣ
ډ、っているとਪଌされる売買不動産には
住に適さないと͡ײることに合理ੑがあると
認められるఔのݏ悪すき৺理తܽؕのଘ
が認められる」とした৺理త瑕疵のଘ否にࡏ
関する判அ、「事件は８年Ҏ্前にൃ生した
もので、事件があった建物はطにऔりյされ
ており、売買࣌点において৺理తܽؕは相当
ఔ෩Խしていたことから、売買金の５ˋ
が相当」とした損害ֹの判அはߟࢀになるも
のとࢥΘれるɻ

とこΖで、本件ࡋ判においては、本人訴ু
としたためか、売主においてे分な反、反
証のఏ出がなされたよ͏にはݟ受けられͣ、
·た、買主ఏ出の不動産業者̖社࡞のՁ格
査定ใ告書における査定Ձ格は、一件のऔ引
事例のΈからಋき出されたもので、市場Ձ格
を本件事故のӨڹにより査定Ձ格の50ˋとし
た判அについても「৺理త瑕疵のҊ件になる
のでྲྀ通ൺ50ˋとしてࢉ出した」とのίϝ
ントがあるのΈで۩体తࠜڌはࣔされていな
いなͲ、信པੑにがݟられるものであり、
ͦのよ͏なे分とはいえないݶられた証ࢿڌ
料のもとで、判அせ͟るをಘなかったとࢥΘ
れる本件判ܾは、前記大ࡋߴࡕの判அにൺ、
৺理త瑕疵のఔについてのݕ౼ਫ਼がे分
ともݟえいことから、特ஈの事があるな
かにおいて判அされた事Ҋと解するのが適当
ではないかとࢥΘれるɻ

（調査研究部主研究員）
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売主業者から中ݹ戸建住をߪೖするࡍ
に、重要事項説明書において࣮ࡍには２̼෯
員の接໘道路を෯員４̼との説明を受けた買
主が、建物࠶建ஙにおいて建ங基४法43条１
項ୠ書によるڐՄがඞ要であったことはӅれ
た瑕疵にあたるとして売買契約の解除と解除
に͏損害賠償の支払いを求めた事Ҋにおい
て、重要事項説明書記載の෯員は、ผҊ件の
書ྨを্書きして࡞したࡍにඞ要なగ正が
されなかったために記載を誤ったもので、不
動産業者としてۃめて大きな不खࡍでམͪ
とݴΘ͟るをಘないが、契約前にඞ要な説明
はされているとして、買主の請求を棄却した
事例ʢ౦ژ地ࡋ　ฏ28年１݄21日判ܾ.棄
却.߇訴棄却.Τεトϩʔ・δϟύンʣ

1 　事案の概要

ฏ26年２݄28日、 ʢ̭買主、ݪ告ʣは、̮
ʢ売主業者、ඃ告ʣから、地及び中ݹ建物ʢҎ
下「本物件」とい͏ɻʣを売買金1000ສԁ
で買い受けたɻ

本物件は、西ଆにྡ接する෯員２̼ఔの
とい͏ɻʣと２̼Ҏ্接「道ࢲ」道ʢҎ下ࢲ
しているが、̮が̭に交付した重要事項説明
書ʢҎ下「重説」とい͏ɻʣの「接道のঢ়گ」
ཝは「ࢲ道は෯員４̼あって建ங基४法ʢҎ
下「建基法」とい͏ɻʣୈ42条ୈ１項ୈ４号
に定めるʰ道路ʱに当たり、本物件地はこ
れに４̼接໘している」ࢫが記載されてい
たɻ·た、重要事項説明のࡍには、ポΠント
だけにߜった説明がされ、શ文のಡΈ্͛は

ׂѪされたɻ
本物件のࢲ道は、建基法ୈ42条１項に定め

る道路に当たらないため、本物件建物を࠶建
ஙするためには、特定行政庁によって交通্、
҆શ্、Ր্及びӴ生্支োがないと認め
られ建ங৹査会のಉ意をಘてڐՄされなけれ
ならないʢ建基法ୈ43条１項ୠ書ʣもので
あったɻ

５݄７日、̭と̮は、࠶建ஙのڐՄがಘら
れることを֬認するために市役所のϩϏʔで
མͪ合ったが、̭は、̮に対し、解約及び違
約金の請求をਃし出たɻ

５݄27日、̭から本物件地を担保とした
不動産担保ϩʔンのਃし込Έを受けたۜ行
は、̭に対し、༥ࢿのਃ込ΈにはԠ͡られな
いࢫの通知をしたɻ

５݄30日、̭は、̮に対し、本件地にӅ
れた瑕疵があったとして、本件契約を解除し、
かつ、売買金1000ສԁとͦのଞに119ສԁ
༨の損害もඃったとして合計1119ສԁ༨の
支払を求めるࢫの通知をൃ送したɻ

2 　判ܾの要ࢫ

判所は次のよ͏に判ࣔして̭の請求を棄ࡋ
却したɻなお、̭は߇訴したが棄却されたɻ
ᾇ　接道に関する重説の記載は誤った内容で
あることは明らかで、説明を誤ったことは不
動産業者としてۃめて大きな不खࡍでམͪ
とݴΘ͟るをಘないが、不खࡍがଘࡏすると
しても、このことだけをࠜڌに契約解除が認
められるΘけではなく、問は、これが「Ӆ

ᾋʵॏཁ߲ࣄઆ໌ॻのهޡʵۙ࠷ͷ判例͔Β

ॏཁ߲ࣄઆ໌ॻのಓʹؔ͢Δ͕͕ͨͬ͋هޡʹࡌهɺઆ
໌͞Ε͍ͯͨͱͯ͠ܖղআのૌ͑Λྫࣄ٫ͨ͠غ

（౦ژ地判 ฏ2�・1・21 エストϩー・ジϟύン）　中村.行夫
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れた」「瑕疵」にあたるのかとい͏点にあるɻ
ᾈ　契約締結Ҏ前に、̮から̭に接道෯員が
の説明はなされているものと認めるこࢫいڱ
とができるから、ࢲ道が建基法্の「道路」
に当たらない点は「Ӆれた」ものとい͏こと
はできͣ、Ӆれた瑕疵とはいえないɻ
ᾉ　建基法ୈ43条１項ୠ書のڐՄがऔಘでき
なけれ࠶建ஙのできない物件で、不動産売
買におけるత物の「瑕疵」に当たるものと
ධՁせ͟るをಘないが、本件につき、ڐՄを
ಘられる֖વੑがͲのఔあるのかを判அす
ると、ۙྡ住ຽの建ସえにࡍしてηοトόο
Ϋのಉ意を求められれڋΉ者は΄とΜͲい
ないものと合理తにਪଌすることができ、ಉ
意をڋΉ住ຽがݱれるՄੑをશに否定は
できないが、ͦの֖વੑはۃめてく、本件
契約を解除させるだけのऔ引্のܽؕと·で
はいえないɻ
ᾊ　̭は、地を担保にしてϦϑΥʔϜ工事
費用の༥ࢿを金༥機関からڋ·れたと主ுす
るが、༥ࢿを࣮施するか否かはあく·で金༥
機関の自༝で、金༥機関がいかなる理༝で༥
ۙ、をஅったのかは明らかではなく、Ծにࢿ
ྡ住ຽશ員がকདྷのηοトόοΫについてಉ
意しているとい͏ঢ়گであるのにۜ行が当該
地の担保Ձを認めないとすれ、行政త
には建ସえをڐしているに建ସ費用が೧出で
きないとい͏事ଶが生·れてし·いۃめて不
合理であり、条件次ୈでは༥ࢿが認められた
Մੑが否定できないҎ্、ͦもͦもϦϑΥ
ʔϜができないとの前ఏには立ͪえͣ、建物
のݱঢ়のΈを理༝に本件契約の解除をಋける
だけのऔ引্のܽؕとΈることはできないɻ
ᾋ　̭は、契約締結にࡍし、地を担保にし
てϦϑΥʔϜ費用を೧出するࢫ告͛たかのよ
͏な供ड़をするが、̭が༥ࢿの࣮行を売買契
約の前ఏにしたかったのなら、例え売買
契約の中に༥ࢿがಘられない場合の解約ཹݖ

保条項を設けておくとい͏ํ法もあったはͣ
で、本件でͦこ·での合意を認めることはで
きないɻ
ᾋ　重説の不උは、地建物औ引業者として
あってはならないམͪで、契約締結࣌の重
要事項のৄ֬ࡉ認࡞業さえ࣮施していれ誤
記を容қにؾ付きम正が施されていたՄੑ
はߴく、̮の不意でこ͏したトラブルをট
いたのであるから、̮としてもলすきと
こΖではあるが、ͦのことと解除のՄ否とは
ผݸの問で、「Ӆれた瑕疵」のଘࡏを認め
ることができないҎ্、̭に本件契約の解除
を認めることはできないɻݖ

� 　まとΊ

本ࡋ判では、重説に誤りはあるもののඞ要
な説明はされていたとしてӅれた瑕疵である
ことを否定して契約の解除ݖを認めなかっ
たɻ

重説に記載のない事項を、ޱ಄で説明して
いたと認められるとして説明義務違反による
損害賠償を棄却した事例ʢ౦ژ地判.ฏ24・
11・13.3&5*095�66ʣ、説明をしなかったと
認める΄かないとして売買契約の解除を認め
た事例ʢ౦ژ地判.ฏ23・４・20.3&5*085�94ʣ
があるが、前者とಉ༷に、重説の記載漏れや
誤記載を直ͪに説明義務違反とせͣ、ޱ಄で
の説明も一定のධՁがされることをࣔしたも
のとはいえるɻ

しかし、重説の誤りが、Ծに虚偽記載と判
அされた場合には、建業法্のॲ分のՄ
ੑʢࠃ交通ল「地建物औ引業者の違反行
為に対するಜॲ分の基४」では「７日間の
業務ఀ止」ʣもあり、࡞する重説の記載内
容の֬認࡞業は、自のトラブルճආのため
にも建業者としての重要なඞਢ業務とվめ
て認ࣝすきであるɻ

（調査研究部調査）
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